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第１章 はじめに 

１ 計画の目的、位置づけ 

練馬区環境基本計画 2020(以下「本計画」という。)は、区の環境の保全に関する

基本的な計画であり、練馬区環境基本条例に基づき策定しました。 

本計画は、グランドデザイン構想注１）の実現に向け、平成 31 年 3 月に策定した 

第２次みどりの風吹くまちビジョン（以下「第２次ビジョン」という。）の、環境分

野の施策を体系化するものです。 

第２次ビジョンおよび環境都市練馬区宣言における区のめざす姿や目標を踏まえ、

望ましい環境像として「みどりの風吹く 豊かな環境のまち ねりま」を定め、「みど

り」「エネルギー」「清掃・リサイクル」「地域環境」の４分野を計画範囲として施策

を進めます。第２次ビジョンの理念である、区民参加を「参加から協働へ」更に前に

進める観点から、各分野に協働の施策を盛り込みました。施策の取組は、第 2 次ビ

ジョンアクションプラン、個別計画などに基づき推進します。 

なお、本計画のエネルギー分野は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温

対法」という。)の「地方公共団体実行計画（区域施策編）」、地域環境分野は、気候

変動適応法の「地域気候変動適応計画」として位置付けています。 

令和元年度までを計画期間とする、練馬区環境基本計画(2011)後期計画(以下「後

期計画」という。)は、練馬区環境審議会において進捗が確認されています。本計画

は、後期計画の方向性を継承し、更に発展させたものです。 

 

２ 計画期間 

令和２年度から令和 11 年度までの期間を対象とします。 

ビジョンの進捗にあわせ、必要な見直しを行います。 
 

注１)グランドデザイン構想 概ね 10年後から 30年後の将来像を区民の皆様と共有し、区政をさらに前に進めるため平成

30年 6月に策定した構想 
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第２章 区を取り巻く状況 

１ 世界の状況 

国家や地域の垣根を越えて資本や⼈が移動するグローバル化の進展に伴い、世界

経済は成⻑を続けており、世界全体の名目ＧＤＰは、平成 12 年(2000 年)から平成 30

年(2018 年)にかけて約 34 兆ドルから約 80 兆ドルまで拡⼤しました。世界の⼈口も、

平成 12 年(2000 年)から平成 30 年(2018 年)にかけて、約 61 億⼈から 76 億⼈に増加

しました。 

こうした経済成⻑と⼈口増加の⼀方、⼈類の活動の結果排出される温室効果ガス

が引き起こす地球温暖化や気候変動が課題となっています。グローバル化の影響は、

廃棄物にも及び、プラスチックごみが⼤量に自然界に流出し、生態系ひいては⼈体

への影響が懸念されています。今後も、エネルギーや食糧などの資源消費量は⼤幅

に増加すると危惧されています。 

平成 27 年(2015 年)12 月、フランス・パリで開催された「国連気候変動枠組条約

第 21 回締約国会議(COP21)」において、令和 2 年(2020 年)以降の新たな地球温暖化

対策の国際的枠組である「パリ協定」が採択されました。「世界の平均気温上昇を産

業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」

ために、全ての国がそれぞれの国の事業に合わせ、排出量削減に向けた目標を提出

すること、目標達成のための国内対策を講じることが義務付けられました。 

令和元年(2019 年)6 月、⼤阪市で開催されたＧ20 サミットの首脳宣言において、

令和 32 年(2050 年)までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにまで削

減することを目指す「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。 

２ 国および東京都の動向 

平成 30 年 10 月１日時点の日本の総⼈口は、1 億 2,644 万⼈と、前年から 26 万⼈

減少しました。⼈口の減少は８年連続となり、65 歳以上⼈口は、3,558 万⼈、高齢

化率は 28.1％と、世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進展しています。 

政府は平成 30 年４月、⼈口減少・少子高齢化など社会の課題や、国際競争など

経済の課題と相互に連関し・複雑化する環境課題の解決に向け、「第五次環境基本計

画」を閣議決定しました。「地域循環共生圏」の創造、「世界の範となる日本」の確

立、これらを通じた持続可能な循環共生型の社会「環境・生命文明社会」の実現を

掲げました。 
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みどり 

国土交通省は平成 28 年６月、「これからの社会を支える都市緑地計画の展望」をまと

めました。この中で、みどりの量的確保だけでなく質的向上の視点から、みどりが持つ

多機能性を発揮させ、都市における社会的課題を解決し、環境面・社会面・経済面の持

続可能性を高める必要性が示されました。平成 27 年 4 月に、都市農業振興基本法が施

行され、都市農地は「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」と位置付けられ

ました。平成 29 年 6 月には、都市緑地法も改正され、「緑地」の定義に農地が追加され

ました。 

エネルギー 

政府は平成 28 年 5 月、「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、温室効果ガス排出量削

減の中期目標を「2030 年度(令和 12 年度)までに 2013 年度比(平成 25 年度比)で 26%削

減」としました。平成 28 年 11 月にパリ協定を正式に批准したことで、2030 年度に向

けた削減目標が国際公約となりました。 

清掃・リサイクル 

政府は平成 30 年６月、「第四次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定し、重要な

方向性として地域循環共生圏形成による地域活性化、ライフサイクル全体での徹底的な

資源循環、適正処理の更なる推進と環境再生などを掲げました。 

環境省は令和元年５月、３Ｒ(発生抑制、再使用、再生利用)＋Renewable(再生可能資

源への代替)を基本原則とする「プラスチック資源循環戦略」を策定しました。また、同

年 10 月には、まだ食べることができる食品が廃棄される食品ロスの削減を総合的に推

進することを目的に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されました。 

地域環境 

適切な管理が行われていない空き家が全国で約 846 万戸に上るなど、⼈口減少に伴

う影響が地域環境に生じています。平成 27 年 5 月には、適切な管理が行われていない

空き家などの対策と活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法」が

全面施行されました。 

 近年、気温の上昇、⼤雨の頻度の増加、熱中症リスクの増加など、気候変動の影響が

全国各地で現れています。平成 30 年 12 月には、気候変動に伴う被害の防止・軽減対策

をとるための「気候変動適応法」が施行されました。 

東京都の状況 

東京都は平成 28 年 3 月、「東京都環境基本計画 2016」を策定しました。世界⼀の環

境先進都市の実現をめざし「最高水準の都市環境の実現」「サステナビリティ」「連携と

リーダーシップ」の 3 つの要素・視点を踏まえ、「スマートエネルギー都市の実現」「３

Ｒ・適正処理の促進と持続可能な資源利用の推進」「自然豊かで多様な生きものと共生

できる都市環境の継承」をはじめとする 5 つの政策の柱を位置づけました。この計画

で、東京都の温室効果ガス排出量を「2030 年(令和 12 年)までに 2000 年(平成 12 年)比

で 30%削減する」と定めました。また、令和元年６月には、「都庁プラスチック削減方

針」を策定しました。令和元年度中にはプラスチックの削減や持続利用に関する計画を

策定する予定です。 
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第３章 区の状況と課題 

みどり 

区の魅力は、みどりの豊かさと⼤都市の利便性が両立している 

点です。区のみどりは、緑被地注 1)の面積が約 1,160ha、緑被率が 

24.1％で 23 区 1 位です。緑被地の内訳は、公共のみどりが 289ha、 

民有地のみどりが 871ha であり、民有地が約４分の３を占めます。 

公園や街路樹の整備、樹林地の保全などを進めてきた結果、公共 

のみどりは、10 年前と比べて約 42ha 増加しました。⼀方、民有地のみどりは約 137ha 

減少し、区全体のみどりは、緑被地が約 95ha、緑被率は２ポイント減少しました注 2)。 

区民のみどりに対する満足度は高く、公園や街路樹は⼤切にしたいみどりとして高く評

価されています。５割を超える区民が「地域のみどりを守るために地域住民も協力すべき」

と考えています注 3)。公共のみどりは、引き続き、みどりのネットワークの拠点となる公園

や軸となるみどり豊かな幹線道路の整備を積極的に進め、民有地のみどりは、これまで以

上に地域全体で地域のみどりを支えていく流れをつくることが求められています。公園や

道路のみどりを増やすこと、みどりを守り育てる活動をしている区民を増やすことなどに

取り組む必要があります。 

エネルギー 

区内の温室効果ガス排出量は、区民・事業者・区が連携して、省

エネルギーへの取組を進めた結果、後期計画で掲げた目標(令和元

年度までに平成 25年度比9.2%削減)を達成(13.2%削減)しています。

再生可能エネルギーの利用も進んでおり、区内の導入量は

38,176kW であり、23 区３位です注 4）。 

東日本⼤震災を契機として、従来の⼤規模集中型電力システム

の災害時における安定供給の脆弱性が明らかになりました。平成 30 年に発生した北海道

胆振東部地震でのブラックアウトによる全域停電や、令和元年に相次いだ台風の影響に

よる⼤規模停電でも、復旧までに時間を要し、市民生活に⼤きな影響を及ぼしました。 

首都直下地震や巨⼤な台風の脅威が叫ばれるなか、避難拠点の電源確保の充実といっ

た災害時のエネルギーセキュリティの確保を更に高める必要があります。 

 地球規模で温暖化が進行しています。地域レベルでも、低炭素社会の実現に向け取り

組むことが重要です。引き続き、省エネルギーへの取組や分散型エネルギーの利用の拡

⼤などの対策を進める必要があります。 
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清掃・リサイクル 

CO２排出量の削減などの環境負荷の低減や、東京都が運営する 

最終処分場の延命化を進めるためには、ごみの減量が必要です。 

区民１⼈あたりのごみ収集量は 476g と、区民・事業者・区が連携 

して減量・リサイクルに取り組んだ結果、23 区のトップクラスを 

維持しています。ごみ量全体の収集量もこの 10 年で最少になり 

ました注 5）。 

プラスチックごみが⼤量に自然界に流出し、生態系ひいては⼈体への影響が懸念され

ています。まだ食べることができる食品の廃棄も課題となっています。７割を超える区

民が「循環型社会づくりの必要性が高い」と考えています注 6)が、ごみの中には排出を抑

制できるものや資源となるものがまだ多く含まれています。プラスチック使用の削減、

食品ロスの削減などごみの発生抑制、再使用の促進、不燃ごみの資源化などによる多様

な資源循環や、適正処理のための資源とごみの分別の周知に取り組む必要があります。 

地域環境 

区には、⼤都市東京の都心近くに立地しながら、みどり豊かで 

住みよい環境があります。9 割を超える区民が、区の住みごこち 

に肯定的な評価をしており、その多くが「みどりが豊かで環境が 

よい」と感じています注 7)。区内の⼤気中の二酸化窒素、浮遊粒子 

状物質、河川水質の BOD 注 8)は環境基準を達成しており、⼤気およ 

び水質は概ね環境が保たれています。近年は交通網の充実により、区全体としては都心な

どへのアクセスも飛躍的に向上しました。 

⼀方、区の都市計画道路の整備率は約 50%と、23 区平均の 65%を⼤きく下回り、生活

道路への車両の流入を招いています。道路と鉄道が平面交差する踏切は 28 か所あり、日

常的に交通渋滞が発生しています。23 区では稀な鉄道空白地域が区北西部を中心に残さ

れているほか、公共交通空白地域も存在します。近年、適正に管理されていない空き家や、

いわゆる「ごみ屋敷」が地域の生活環境に影響を与えています。地球温暖化やヒートアイ

ランド現象の影響による集中豪雨の多発や熱中症発生率の増加、熱帯夜日数の増加なども

区民の生活に影響を与えています。 

区が東京都の交通ネットワークから取り残されることなく、更に発展するためには、都

市計画道路の整備や⼤江戸線の延伸により、交通インフラの整備を積極的に進めることが

必要です。良好な生活環境の保全のためには、環境の監視・測定を継続し、⼤気や水質な

どの⼀層の改善に向けた取組が必要です。空き家やごみ屋敷問題への対応も必要です。環

境への負荷が少ないまちづくりや、気候変動がもたらす水害対策や暑熱環境対策にも取り

組む必要があります。 

注1) 緑被地 上空から見て樹木地や草地、農地で覆われている土地のこと。区域面積における緑被地の面積割合を緑被率という。 
注2) 平成 28年度練馬区みどりの実態調査による。 
注3) 平成 28年度区民意識意向調査 
注4) 平成 31年３月までの導入量。資源エネルギー庁固定価格買取制度情報公開資料による。 
注5) 清掃リサイクル課資料による。 
注6) 注 7) 平成 30年度区民意識意向調査 
注8) BOD 生物化学的酸素要求量。水中の汚濁物質が微生物によって酸化分解される際に必要とされる酸素量のこと。 
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第４章 区が目指す方向性 

「グランドデザイン構想」およびこの実現に向けた「第２次ビジョン」、環境都市練馬

区宣言における区のめざす姿を踏まえ、「みどりの風吹く 豊かな環境のまち ねりま」を

望ましい環境像として定め、環境面の施策を推進します。 

望ましい環境像の実現に向け、区の置かれた状況から４分野それぞれに目標を設定

します。 

 

 

分野毎の目標 

みどり 

練馬のみどりを未来へつなぐ 
練馬のみどりに満足している区民の割合 80％を目指し、みどりのネット 

ワーク形成と区民とともにみどりを守り育てる仕組みづくりを推進します。 

 

エネルギー 

住宅都市にふさわしい自立分散型 
エネルギー社会へ 

災害時のエネルギーセキュリティの確保、効率的で低炭素なエネルギーの 

確保の二つの観点から、取組を推進します。 

 

清掃・リサイクル 

みどりあふれる循環型都市をめざして 
ごみの発生抑制 ・再使用の促進、多様な資源循環の推進、適正処理の推進を

通じて、みどりあふれる循環型都市の実現をめざします。 

 

地域環境 

快適な地域環境をつくる 

良好な交通環境の整備、良好な生活環境の保全、気候変動への対応を推進し、

みどり豊かで快適な地域環境を創出します。 
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第５章 

みどりの風吹く 

豊かな環境のまち ねりま 

「みどり」「エネルギー」「清掃・リサイクル」「地域環境」の分野ごとに、 

目標と環境指標、方針と施策を示します。 

エネルギー分野「方針２ 効率的で低炭素なエネルギーの確保」の施策は、温対法に基づく 

地方公共団体実行計画（区域施策編）、 地域環境分野「方針３ 気候変動への対応」の施策は、 

気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画の取組として位置付けています。 
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みどり 

目標と環境指標  

目標 練馬のみどりを未来へつなぐ 
練馬のみどりに満足している区民の割合 80％を目

指し、みどりのネットワーク形成と区民とともにみ
どりを守り育てる仕組みづくりを推進します。 
 

環境指標 

 

 
   

 
 

方針と施策 

拠点となる⼤規模で特色のある公園を整備
し、軸となる幹線道路や河川とつなぎ、みど
りのネットワークの形成を進めます。 

施策 

① みどりのネットワークの拠点となる大規模な公園づくり 

みどりの拠点づくりを進める⻑期プロジェクトとして、稲荷山公園は「武蔵野の面
影」、⼤泉井頭公園は「水辺空間の創出」をテーマに、拡張・整備に着手します。また、

四季の香ローズガーデンなど拠点となる⼤規模で特色ある公園を整備します。 
練馬城址公園は、整備主体である東京都と引き続き調整します。 

② 暮らしに潤いをもたらす身近な公園づくりと良好な管理 

毎日の暮らしに潤いをもたらす身近な公園を積極的に整備します。区民参加による
計画づくりを通して、活発な区民の利活用や区民による公園の管理運営につなげ、地

域のコミュニティ醸成の場となる公園を目指します。また、良好な状態に保つ公園管
理の推進、民間の発想を活かした公園の管理運営を進めます。 

③ みどりのネットワークの軸となる幹線道路の整備や河川改修、駅周辺・公共 
施設におけるみどりの空間づくり 

街路樹などを活かしたみどり豊かな幹線道路の整備、新たなみどりを創出する河川
改修により、みどりの軸を形成します。区民ボランティアと協力した「駅からはじま

る花いっぱい運動」の推進、公共施設でのシンボルツリーの整備やみどりのカーテン
づくりなどにより、みどりの空間づくりを進めます。 

④ 樹林地や樹木の保全と管理 

屋敷林等の樹林地は、練馬の原風景といえる景観であり、豊かな自然が守られた 

重要なみどりです。特に希少な樹林地は、所有者との合意形成を図り、都市計画緑地
として確保を進めます。また、民有樹林地や樹木の保全、「憩いの森」・「街かどの森」

の拡充、樹林地や樹木の適切な管理を進めます。区民参加型の生き物調査等を実施し、
生物多様性の理解を広げます。 

指標 平成 30 年度 令和 11 年度 

練馬のみどりに満足している区民の割合 69.8%※1 80%※2 

区のみどり施策への満足度 76.0％ 維持向上 
※1 平成 27 年度区民意識意向調査 
※2 練馬区みどりの総合計画(平成 31 年 4 月)に基づく。令和 30 年度まで。 

  

方針１ みどりのネットワーク
の形成 
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⑤ 地域ぐるみでの緑化の推進とみどり豊かな開発の促進 

沿道や街区単位での緑化を進めるため、専門スタッフによる相談体制を充実しま

す。みどりの協定制度や花壇づくりの支援制度を活用して、みどりの街並みを広げ

ます。また、民有地のみどりを増やすために、みどり豊かな開発を促進します。 

⑥ 都市農地の保全 

区がこれまで農業者とともに国へ働きかけ実現した農地制度や税制度の改善や、世

界都市農業サミットの成果を最⼤限に生かし、農地保全に取り組んでいくとともに、

農業経営者の支援や区民が農に親しむ取組を進めます。「特定生産緑地」の指定や「農

の風景育成地区制度」を活用して農地を保全していきます。「生産緑地貸借制度」を活

用し、経営規模を拡⼤したい農業者等に農地をあっせんするとともに、区民が農に親

しめる区民農園を整備します。また、新たな用途地域である「田園住居地域」の指定の

検討や、地区計画など都市計画制度を活用した農地保全制度の研究を進めます。 

区民と地域のみどりの関わりを深め育て、誰
もが気軽に参加し、ともにみどりを守り育てる
区民協働のムーブメントの輪を広げます。 

施策 

① 個人のみどりを地域で守る仕組みの拡充 

４分の３を占める民有地のみどりを地域で守る仕組みを構築するため、みどりの区

民会議(地域別分科会)を開催し、地域に開放された個⼈の庭の手入れや落ち葉清掃な

ど、区民協働の取組を広げます。みどりの果たしている役割について、ＣＯ２の削減

量などの周知を行い、区民のみどりに対する理解を広めます。 

② 公園や憩いの森の区民管理の拡充 

様々な機会をとらえて、区民による公園や花壇の管理を拡⼤し、地域の庭としての

公園への愛着を育むとともに、地域のニーズに応じた利活用を実現します。自然観察

会や育成体験会などの事業を通じて、区民による憩いの森の自主管理へつなげます。 

③ みどりを守り育てる人材や団体の育成、区民による取組の支援 

リニューアルする「パワーアップカレッジねりま」にみどり分野を開設し、地域の

みどりを守り育てる⼈材や団体を育成します。修了者が活躍できるように、みどりに

関わる多様な活動団体の情報を⼀元管理するなど、マッチングの仕組みづくりを進め

ます。また、⼀⼈ひとりの取組を推進する多彩な講座やイベント、子ども向け体験型

学習の充実、区民や団体など様々な活動主体間における交流の推進により、主体的な

取組を支援します。 

④ 練馬区みどりを育む基金のリニューアル 

四季の香ローズガーデンの拡張工事など、複数の事業から応援したいプロジェクト

を選択できる基金にリニューアルします。寄付をした区民には、植樹活動に参加をし

てもらうなど、みどりと積極的に関わることができる仕組みをつくります。 

方針２ みどりを育むムーブ
メントの輪を広げる 
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エネルギー 

目標と環境指標 

目標 住宅都市にふさわしい 
自立分散型エネルギー社会へ 

災害時のエネルギーセキュリティの確保、効率的で 
低炭素なエネルギーの確保の二つの観点から、取組 
を推進します。 

 

環境指標 

※１平成 28 年度実績。オール東京 62 市区町村共同事業が集計を行い、概ね 2 年後に確定する。 
※２平成 28 年 5 月に国が策定した「地球温暖化対策計画」に基づき、令和 12 年度までに平成 25 年度比で 26.0%削減と

する。電気の CO2 排出係数は基準年度の値を適用し、参考値として該当年度の排出係数を用いる。 

方針と施策 

区民・事業者の協力のもとに、避難拠点にお
ける電源確保の充実に取り組みます。 

施策 

① 避難拠点での電気自動車等の活用 

区が使用する車両に、電気自動車や燃料電池自動車を導入するとともに、避難拠点

における緊急電源としての活用を進めています。そのため既に、電気自動車の販売事

業者との「災害時における電気自動車からの電力供給の協力に関する協定」、電気自

動車を保有する区民との「災害時協力登録車制度」により、事業者および区民と連携

した取組を進めています。引き続き、新たな販売事業者に協定の締結を働きかけると

ともに、区民に協力を広く呼びかけます。 

② 避難拠点への太陽光発電設備の導入 

公共施設等総合管理計画に基づき、避難拠点である小中学校の改築に合わせ、太陽

光発電設備と蓄電設備を順次導入し、避難拠点の電源確保の充実を進めます。 

  
温室効果ガス排出量の削減を、自立分散型エ

ネルギーの普及拡⼤と省エネルギーへの取組
により推進します。 

施策 

① 再生可能エネルギーの利用促進 

太陽光発電などの再生可能エネルギーについて、区民や事業者に情報を提供すると

ともに、設備の導入費用を⼀部補助することで、更なる活用を促します。再生可能エ

ネルギー設備などの技術革新やコストダウンなどの動向を踏まえ、より効果的な補助

制度を検討し、実効性の高い取組を推進します。 

指標 平成 30 年度 令和 11 年度 

区内の温室効果ガスの排出量(平成 25 年度比) 13.2%削減※1 26%削減※2 

区内のエネルギー消費量 19,987TJ※1 16,569TJ※2 
住宅・事業所の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ・省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備
設置補助に基づく温室効果ｶﾞｽ排出削減量(累計) 

11,369tCO2/年 21,541tCO2/年 

方針１ 災害時のエネルギー
セキュリティの確保 

 

 

方針２ 効率的で低炭素な 
エネルギーの確保 
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② 省エネルギーへの取組 

省エネ型住宅、省エネ機器、電気自動車や燃料電池自動車の普及を促進します。エ

コライフチェックなどによる普及啓発や環境教育により、省エネ型ライフスタイルへ

の誘導に取り組みます。環境に関わる認証制度の取得支援や商店街装飾灯の LED 化

への支援、産業融資あっせん制度などにより、環境に配慮した経済活動を支援します。

区役所では、環境管理実行計画に基づき、省エネルギー・省資源に率先して取り組み

ます。公園灯・街路灯の LED 化などにより、CO２の排出量を削減します。 

③ 地域コジェネレーションの構築 

順天堂練馬病院と練馬光が丘病院の２か所の災害拠点病院は、熱需要が相当程度見

込め、高い耐震性がある中圧ガス導管からの供給も可能なことから、発電と排熱の有

効利用により高いエネルギー効率を実現するコジェネレーションシステムを導入し

ます。２病院のシステム導入を活かし、近接する医療救護所が、災害時に病院からコ

ジェネレーションの電力供給を受けられるよう、地域コジェネレーションの構築を病

院と連携して進めます。 

④ 区民・事業者と連携した温室効果ガス排出量削減の取組 

日常生活に起因する温室効果ガス排出量の抑制のために、区民、事業者と区が連携

して、練馬区地球温暖化対策地域協議会を平成 22 年に設立しました。協議会におい

て地球温暖化に関する講演会やイベントなどを開催し、情報発信や普及・啓発を進め、

区民、事業者の自主的な活動を支援します。 

⑤ 防災・環境・まちづくりとの連携 

木造住宅密集地域の改善、CO２の排出量の削減施策、再開発などのまちづくりと連

携して、最新の省エネルギー設備や技術に関する情報を、区民や事業者に提供します。 

⑥ 清掃工場の活用 

区内に２か所ある清掃工場のごみ焼却から発生する熱や発電した電気の利用を拡

充する仕組みを引き続き検討します。 

⑦ 地域活動を担う人材の育成 

リニューアルする「パワーアップカレッジねりま」にエコスタイル分野を開設し、

⼈材の育成を進めます。カリキュラムは、省エネや創エネ、省資源を推進する活動に

必要となる知識や技術を習得できるものとします。修了者が、環境学習や環境調査、

地域で行われる環境保全活動への助言・協力などで活躍できる仕組みづくりを進めま

す。
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清掃・リサイクル 

目標と環境指標 

目標 

ごみの発生抑制・再使用の促進、多様な資源循環の推
進、適正処理の推進を通じて、みどりあふれる循環型都
市の実現をめざします。 

環境指標 

方針と施策 

３Ｒ(発生抑制、再使用、再生利用)のなかで、
特に重要な発生抑制・再使用の促進に引き続
き取り組みます。 

施策 

① プラスチック使用の削減 

区役所における削減指針を策定し、庁内の売店、食堂でのレジ袋などの包装容器や

ストローを原則として廃止します。ペットボトルについても、会議での使用を廃止す
るなど⼤幅に削減します。イベントなどの配布物なども同様に取り組みます。商業団

体や産業団体などに、削減協定の締結と小型マイバッグの利用促進を働きかけます。
地域や集積所単位の「青空集会」「ふれあい環境学習」など様々な機会をとらえて、マ

イバッグやマイボトルの使用など、発生抑制の手立てをはじめとして、環境問題の意
識啓発を行います。「資源・ごみ分別アプリ」による啓発やリニューアルする「パワー

アップカレッジねりま」でのリーダー育成などに取り組みます。 

② 食品ロスの削減 

区民に対して、食品の賞味期限と消費期限の違いを周知します。エコクッキング教

室や食育活動等と連携し、効果的に情報を提供します。イベントにおいてフードドラ

イブ事業を実施し、未利用食品を有効活用します。事業者・利用者双方が食品ロス削

減に取り組めるよう「おいしく完食協力店」の充実を図ります。給食を提供する区立

施設では、食品ロスの削減に向けて取り組みます。 

③ 生ごみの発生抑制・資源化 

リサイクルセンターで実施する生ごみ堆肥作りなどの講習や、区報などの媒体を
通じ、生ごみの減量に効果的な「食べキリ 使いキリ 水キリ」の取組を広めていきま

す。また、コンポスト化容器や生ごみ処理機への助成制度の周知を図ります。 

④ 再使用の促進 

粗⼤ごみとして収集した不要家具などのうち、再使用が可能な品物の修理や清掃
を行い、リサイクルセンターにおいて展示・販売します。また、⼤型生活用品のリサ

イクル情報は、区立施設への掲示などにより広く周知し、再使用を促進します。

指標 平成 30 年度 令和 11 年度 

区民１⼈１日あたりのごみ収集量 476g 443ｇ以下※ 

リサイクル率 24.0% 25.2%以上※ 
※ 練馬区第四次⼀般廃棄物処理基本計画(平成 29 年 3 月)に基づく。令和 8 年度まで。 

方針１ ごみの発生抑制・ 
再使用の促進 
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区の資源回収に加え、区民・事業者が行う取
組を引き続き支援します。分別の負担を増や
さない資源化の取組を更に進めます。 

施策 

① 区民・事業者が進める資源回収の促進 

町会・自治会に加え、マンション管理組合などにも、集団回収への参加を呼びかけ

ます。集団回収を実施している団体には、作業用品の支給や貸出しを継続し、資源回

収を促進します。また、事業系ごみの資源化を促進します。 

② 区が進める資源回収の推進 

資源循環センターを拡張整備し、収集した不燃ごみの中から蛍光管や金属類、小型

家電を分別し、資源化を行います。また、小型家電の回収品目の拡⼤を検討します。
街区路線回収や、拠点回収などの行政回収は、出しやすい仕組みを検討します。区立

施設において古紙や生ごみの資源化を継続して行います。 

 
「ごみの中に資源を入れない」意識を高める

取組を進め、資源・ごみを出す際の分別ルール
の徹底および適正処理を進めます。 

施策 

① 排出ルールの徹底、事業者の自己処理責任の徹底 

ごみとして排出される割合が高い紙類やびんの分別について、様々な情報媒体に

より、周知徹底を図ります。地域や集積所単位での「青空集会」を継続し、資源とご

みの分別を啓発します。分別していないごみには警告シールを貼付し、適正な排出を

促します。事業系ごみ排出事業者に適正排出の指導などを行います。 

② 資源・ごみの収集運搬と適正処理・処分 

排出された資源・ごみを適切に収集運搬し、生活環境の保全に努めます。効率的か

つ安定した資源・ごみ収集運搬体制の構築をめざし、委託化を進めます。資源の処理・

処分は民間事業者を活用し、適正処理の履行確認を行います。区民への分別などの周

知と適正な収集運搬体制構築により、⼀時的に多量の廃棄物が発生する災害時などの

場合でも、円滑、迅速な処理ができるよう対応を進めます。 

 
区民 ・事業者との連携や自主的な活動に支援、

協力していきます。リサイクルセンターなど
を活用した環境教育を進めます。 

施策 

① ３Ｒに取り組む区民・団体・事業者の活動支援 

リサイクルマーケット主催者団体、ごみ減量や資源化に自主的に取り組む地域団体
に対する支援を継続します。また、事業者活動の活性化を支援します。リニューアル

する「パワーアップカレッジねりま」にエコスタイル分野を開設し、⼈材の育成を進
めるとともに修了者がリサイクルセンターで活躍できる仕組みづくりを進めます。 

② ３Ｒに関する普及啓発や環境学習の充実 

リサイクルセンターの役割のひとつである環境学習機能を拡充します。小学校や保
育園、幼稚園などで行う「ふれあい環境学習」に加え、体験型学習を充実します。ま
た、イベントなどの機会をとらえて、区民への情報提供を進めます。 

方針３ 適正処理の推進 

方針４ 協働の取組の推進・
環境学習の充実 

 

 

方針２ 多様な資源循環の 
推進 
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地域環境 

目標と環境指標 

目標 快適な地域環境をつくる 

良好な交通環境の整備、良好な生活環境の保
全、気候変動への対応を推進し、みどり豊かで快
適な地域環境を創出します。 

環境指標  

 

方針と施策 

環境に配慮した都市計画道路の整備、西武新
宿線の立体化の早期事業着手や⼤江戸線延伸
の早期着工などに取り組みます。 

施策 

① 環境に配慮した都市計画道路の整備 

豊かなみどりを楽しめる歩道、快適な自転車の走行空間、電柱のない街並みなど、

豊かで美しい都市空間を創る道路整備に積極的に取り組みます。令和 5 年度までは、

区内の整備率約７割を目指して、約 14km の事業着手に向け取り組みます。 

② 西武新宿線の立体化 

立体化の事業主体である東京都と連携して、交通広場などの関連する計画ととも

に鉄道立体化の都市計画決定を行い、早期の事業着手を目指します。連続立体交差事

業への取組に合わせて、各駅周辺のまちづくりを進めます。 

③ 大江戸線の延伸 

東京都と、駅・トンネル構造等の具体的な計画や費用負担のあり方などについて更

に協議を進め、早期着工を目指し、事業化に向けた手続の着手に取り組みます。新駅

予定地周辺では、駅前広場の整備や生活を支えるサービス施設の立地促進、公共施設

の集約化など、新たな拠点づくりを検討します。 

指標 平成 30 年度 令和 11 年度 

区内の都市計画道路の整備率 50.9% 73.2%※1 
管理不全な空き家およびいわゆるごみ屋敷
に対する指導棟数(累計) 88棟 260棟 

雨水流出抑制対策量(累計) 530,447 ㎥ 555,000 ㎥※2 
リニューアルする「パワーアップカレッジ
ねりま」の「みどり」「エコスタイル」分野
の修了者数(累計) 

ー 400 ⼈ 

環境作文コンクールへの作品応募数 938 作品 1,100 作品 
※１ 東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)(平成 28 年 3 月)、第 2 次ビジョン戦略計画に基づく。値

は、令和 5 年度までに着手する路線の完成時。 

※２ 練馬区総合治水計画(平成 24 年 3 月)に基づく。令和 3 年度まで。 

方針１ 良好な交通環境の
整備 
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④ みどりバス再編等による公共交通空白地域改善の推進 

公共交通空白地域改善計画に基づき、みどりバスのルート再編や利用者が多い時間

帯の増便、高齢化率が高い地域へのバス停設置に取り組み、公共交通空白地域の改善

を進めます。 

⑤ 自転車利用環境の整備 

自転車駐車場(駐輪場)の整備や、買物客や駅周辺の実態などに応じた改修を進める

とともに、放置自転車の減少をめざします。また、都市計画道路の整備などにあわせ

て、自転車の走行環境の整備にも取り組みます。 

環境の監視・指導・規制、空き家対策、 
環境に配慮したまちづくりなどに取り組み
ます。 

施策 

① 公害発生の防止や空き家対策など生活環境の保全 

⼤気汚染や水質汚濁、騒音など環境の監視を継続し、事業所に対する規制や指導を

行います。生活型公害のうち行政が対応すべきものは迅速な解決を図り、地域住民間

の解決が必要なものは区民自らが解決できるよう支援します。空き家やごみ屋敷対策、

歩行喫煙対策の強化に取り組み、良好な生活環境を保全します。 

② 環境に配慮したまちづくりの推進 

環境影響評価制度に基づく手続の各段階で、確実な情報提供を区民に行います。み

どり豊かな開発の促進、区道の無電柱化を推進します。良好な都市景観の形成を進め

るとともに、「ねりま」らしい固有の景観資源を保全・活用します。 

③ 環境にやさしい住まいづくりの促進 

住宅修築資金融資あっせん制度や再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助

制度などの活用により、環境配慮型の住まいづくりや設備の導入を促進します。⻑期

優良住宅認定制度の普及啓発などにより⻑持ちする住まいづくりを促進します。シッ

クハウス症候群の防止など健康に配慮した住まいづくりを促進します。 

雨水の流出抑制、夏の暑さ(暑熱環境)改善の
ための道路舗装の採用、区民への熱中症予防に
関する普及啓発などに取り組みます。 

施策 

① 雨水流出抑制対策の推進 

⼤規模な開発事業や､公共施設の整備における雨水流出抑制施設の設置を指導する

とともに、小規模宅地における雨水浸透施設設置費や雨水タンク購入費の助成、透水

性舗装の採用を進めます。総合治水計画を改定し、河川や下水道へ流入する雨水を低

減する流域対策の目標整備水準を引き上げ、雨水流出抑制対策を強化します。 
 

 

 

方針２ 良好な生活環境の
保全 

 

 

方針３ 気候変動への対応 
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② 暑熱環境対策の推進 

夏の暑さ環境(暑熱環境)の改善に向け、沿道や街区単位での緑化、改修や改築に合

わせた区立施設の緑化、遮熱性舗装の採用を進めます。子どもたちが屋外で活動する

ことが多い小中学校や学童クラブ、保育園などでは、ミストシャワーを活用します。

あわせて、区民への熱中症予防のための注意喚起活動を行います。 

区民・事業者との連携、自主的な活動の支
援、協力を進めます。教育委員会との連携に
より、小中学校での環境教育を進めます。 

施策 

① 環境保全活動を行う区民・団体との連携、支援 

地域の清掃活動を行う環境美化推進地区や環境美化活動団体への支援や、練馬区環

境清掃推進連絡会との連携により、区内⼀斉清掃や環境美化活動の啓発を実施します。

区民や事業者、区民環境行動連絡会などの活動団体の自主的な環境保全活動について、

積極的な支援を行います。 

② 地域活動を担う人材の育成 

リニューアルする「パワーアップカレッジねりま」において、地域活動を担う⼈材

を育成します。カリキュラムは、みどり分野では地域のみどりを守り育てる活動、エ

コスタイル(エコライフ)分野では省エネや省資源などを推進する活動、エコスタイル

(リサイクル)分野では環境・リサイクルに関する普及啓発活動といった、各分野にお

ける活動で必要となる知識や技術を習得できるものとします。また、地域で活動する

団体とのマッチングなど、修了者が活躍できる仕組みづくりを進めます。 

③ 環境学習、環境教育の推進 

「環境作文コンクール」や「ふれあい環境学習」をはじめとする子どもが参加しや

すい環境イベントの実施など、小中学校における環境教育を区教育委員会との連携に

より進めていきます。また、学校の改築に合わせ、エコスクールとしての設備を整備

し、屋上や壁面の緑化、太陽光発電などを環境教育の教材の⼀つとして活用します。

方針４ 協働の取組の推進・
環境学習の充実 
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図画掲載予定 
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計画の推進 

本計画の推進主体は、区民、事業者および区の三者とします。 

地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、各主体が地域の環境に

ついて自らの課題として捉え、行動していくことが必要です。 

各主体の特性を活かし、より効果的かつ効率的に環境に関する施策に取り組む必要

があることから、適切な役割分担の下、三者の協働により推進します。 

１ 推進主体 

(1)  区民 

・ 環境を保全・向上させる活動主体として、参加、協働します。 

(2)  事業者 

・ 事業活動を通して、参加、協働します。 

(3)  区 

・ 環境を保全・向上させるための施策を策定し、実施します。 

・ 区民や事業者が行う自発的な活動を支援します。 

・ 区民や事業者と連携し、協力体制を構築します。 

・ 環境情報を積極的に提供します。 

・ 環境学習、環境教育を推進します。 

２ 計画の進行管理 

(1) 進捗状況の点検 

環境マネジメントシステムの PDCA サイクルに基づき、毎年度点検・評価します。

進捗状況の点検は、区の環境状況や環境保全施策の実施状況を示す代表的な指標で
ある環境指標を用いて行います。環境審議会において、進捗状況を評価し、見直し

の必要性や方向性等について議論してもらいます。 

(2) 環境報告書の作成と公表 

区の環境の状況や施策の実施状況を、環境報告書「ねりまのかんきょう」として

作成し、公表します。 

(3) 計画の改定 

計画の改定については、環境審議会や区民意見反映制度により、広く区民から意

見をお聴きします。 
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３ 環境指標 

本計画の達成状況を測るために、環境指標を設定します。 
進捗の点検・評価のほか、計画の見直しに活用します。 

※1 平成27年度区民意識意向調査 

※2 練馬区みどりの総合計画(平成31年4月)に基づく。令和30年度まで。 

※3 平成28年度実績。オール東京62市区町村共同事業が集計を行い、概ね2年後に確定する。 

※4 平成 28 年 5 月に国が策定した「地球温暖化対策計画」に基づき、令和 12 年度までに平成 25 年度比で 26.0%削減とする。

電気の CO2 排出係数は基準年度の値を適用し、参考値として該当年度の排出係数を用いる。 

※5 練馬区第四次⼀般廃棄物処理基本計画(平成29年3月)に基づく。令和8年度まで。 

※6 東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)(平成 28 年 3 月)、第 2 次ビジョン戦略計画に基づく。値は、令

和 5 年度までに着手する路線の完成時。 

※7 練馬区総合治水計画(平成24年3月)に基づく。令和3年度まで。 

４ 他自治体等との連携 

地球温暖化対策などの広域的な環境問題の状況把握、プラスチック使用の削減、

都市農地の保全、練馬城址公園の整備、環境にやさしい都市計画道路の整備、⼤江

戸線の延伸など広域的な課題解決のため、東京都、国、近隣自治体等の関係機関と

連携・協力を強化して取り組みます。 

目標 環境指標 
  平成 30 年度 令和 11 年度 

練馬のみどりを 

未来へつなぐ 

練馬のみどりに満足している区民の 
割合 

69.8％ 
※1 

80% 
※2 

区のみどり施策への満足度 76.0％ 維持向上 

住宅都市に 

ふさわしい自立 

分散型エネルギー

社会へ 

区内の温室効果ガス排出量 13.2%削減 
※3 

26%削減 
※4 

区内のエネルギー消費量 19,987TJ 
※3 

16,569TJ 
※4 

住宅・事業所の再生可能エネルギー・
省エネルギー設備設置補助に基づく 
温室効果ガス排出削減量(累計) 

11,369tCO2/年 21,541tCO2/年 

みどりあふれる 

循環型都市を 

めざして 

区民１⼈１日あたりのごみ収集量 476ｇ 443ｇ以下 
※5 

リサイクル率 24.0％ 25.2％以上 

※5 

快適な地域環境

をつくる 

区内の都市計画道路の整備率 50.9%  73.2% 
※6 

管理不全な空家等およびいわゆる 
ごみ屋敷に対する指導棟数(累計) 

88 棟 260 棟 

雨水流出抑制対策量(累計) 530,447 ㎥ 555,000 ㎥ 
※7 

ﾘﾆｭｰｱﾙする「ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟｶﾚｯｼﾞねりま」
の「みどり」「ｴｺｽﾀｲﾙ」分野の修了者
数(累計) 

-  400 ⼈ 

環境作文コンクールへの作品応募数 938 作品 1,100 作品 
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５ 施策の体系 

 望ましい環境像 みどりの風吹く 豊かな環境のまち ねりま 
 

 

分野と目標 方針 施策 

みどり 

 

練馬のみどりを

未来へつなぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりの 

ネットワー
クの形成 

① みどりのネットワークの拠点となる⼤規模な公園づくり 

② 暮らしに潤いをもたらす身近な公園づくりと良好な管理 

③ みどりのネットワークの軸となる幹線道路の整備や河川 

改修、駅周辺・公共施設におけるみどりの空間づくり 

④ 樹林地や樹木の保全と管理 

⑤ 地域ぐるみでの緑化の推進とみどり豊かな開発の促進 

⑥ 都市農地の保全 

みどりを 
育むムーブ

メントの輪
を広げる 

① 個⼈のみどりを地域で守る仕組みの拡充 

② 公園や憩いの森の区民管理の拡充 

③ みどりを守り育てる⼈材や団体の育成、区民による 
取組の支援 

④ 練馬区みどりを育む基金のリニューアル 

 【関連する主な個別計画】・みどりの総合計画 

エネルギー 

 

住宅都市に 

ふさわしい自立

分散型エネルギ

ー社会へ 

 

 

 

 

 

 

災害時の 

エネルギー
セキュリテ

ィの確保 

① 避難拠点での電気自動車等の活用 

② 避難拠点への太陽光発電設備の導入 

効率的で 

低炭素な 
エネルギー

の確保 

① 再生可能エネルギーの利用促進 

② 省エネルギーへの取組 

③ 地域コジェネレーションの構築 

④ 区民・事業者と連携した温室効果ガス排出量削減の取組 

⑤ 防災・環境・まちづくりとの連携 

⑥ 清掃工場の活用 

⑦ 地域活動を担う⼈材の育成 

 【関連する主な個別計画】 ・エネルギービジョン ・公共施設等総合管

理計画・環境管理実行計画 
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分野と目標 方針  施策 

清掃・ﾘｻｲｸﾙ 

 

みどりあふれる

循環型都市を 

めざして 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの発生抑
制・再使用の

促進 

① プラスチック使用の削減 

② 食品ロスの削減 

③ 生ごみの発生抑制・資源化 

④ 再使用の促進 

多様な資源循
環の推進 

① 区民・事業者が進める資源回収の促進 

② 区が進める資源回収の推進 

適正処理の 
推進 

① 排出ルールの徹底、事業者の自己処理責任の徹底 

② 資源・ごみの収集運搬と適正処理・処分 

協働の取組の
推進・環境学

習の充実 

① ３Ｒに取り組む区民・団体・事業者の活動支援 

② ３Ｒに関する普及啓発や環境学習の充実 

 【関連する主な個別計画】 ・⼀般廃棄物処理基本計画 

地域環境 

 

快適な地域環

境をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な交通 
環境の整備 

① 環境に配慮した都市計画道路の整備 

② 西武新宿線の立体化 

③ ⼤江戸線の延伸 

④ みどりバス再編等による公共交通空白地域改善の推進 

⑤ 自転車利用環境の整備 

良好な生活 
環境の保全 

① 公害発生の防止や空き家対策など生活環境の保全 

② 環境に配慮したまちづくりの推進 

③ 環境にやさしい住まいづくりの促進 

気候変動への

対応 

① 雨水流出抑制対策の推進 

② 暑熱環境対策の推進 

協働の取組の

推進・環境学
習の充実 

① 環境保全活動を行う区民・団体との連携、支援 

② 地域活動を担う⼈材の育成 

③ 環境学習、環境教育の推進 

 【関連する主な個別計画】 ・都市計画マスタープラン ・都市交通マス

タープラン ・公共交通空白地域改善計画 ・自転車利用総合計画 ・空

き家等対策計画 ・無電柱化推進計画 ・景観計画 ・総合治水計画 


